
異議申立書 
２００６年４月２２日 

西宮市議会議長殿 
異議申立人 

行政不服審査法に基づき下記の通り異議申立をする。 
記 

１ 異議申立人の住所、氏名、年齢 
西宮市   折口晴夫 ５５歳 

２ 異議申立に係る処分 
２００６年３月１日付西議発第３２０号文書による公文書部分公開の処分 

３ 異議申立に係る処分があったことを知った年月日 
２００６年３月１日 

４ 異議申立の趣旨 
「２に記載の処分を取り消す。」との決定を求める。 

５ 異議申立の理由 
(1)本件処分は、市議会政務調査費の公布に関する条例及び同規則の解釈適用を誤ったものであり、

全部公開すべきものである。 
(２)本件「決定通知書」記載の「公文書としては存在しません」とされた文書は、公文書とすべき

文書であり、公文書公開の対象である。 
(３)条例第５条(使途基準)で、政務調査費は「市政に関する調査研究に資するために必要な経費以

外のものに充ててはならない」とされている。しかし、その適否を判断すべき資料としては、各

会派に収支報告書の提出と、議長に当該文書の５年間の保存を義務づけているのみである。これ

を補足するものとして、規則第８条(会計帳簿等の整理保存)で本件異議申立の対象となっている

文書の５年間の保存を、各会派経理責任者に義務付けている。 
   かかる規程において、政務調査費が”必要な経費として支出”されたのか否かをいかにして判断

するのか。当然にもそれは、収支報告書と会計帳簿、証拠書類等を一体のものとして扱うことに

よってである。規則第８条の規程を設けてこれを非公開の根拠とすることは、故意に政務調査費

支出の適否の判断を妨げ、地方自治の本旨にそむくものであり、また公序良俗に反するものであ

る。 
   以上に述べたように、本件異議申立の対象となっている文書を”公文書でないので公開の対象

ではない”とする決定は誤りである。 
６ 処分庁の教示の有無および内容 
「この決定(公開決定又は決定期間を延長する場合を除く。)に対して不服がある場合は、行政不服審

査法第６条の規程により、この決定を知った翌日から起算して６０日以内に、西宮市議会議長に対し

て異議申立をすることができます。」との教示があった。 
以上 

 




